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八
千
代
市
長
の
資
産
等
補
充
報
告
書
な
ど
の
閲
覧

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
八
千
代
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
、
市
長
の
資
産
等
補
充
報
告
書
、
所
得

等
報
告
書
、
関
連
会
社
等
報
告
書
が
、
６
月
30
日
㈫
か
ら
市
役
所
１
階
法

務
課
情
報
公
開
班
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
閲
覧
を
希
望
す
る
人
は
「
八
千
代

市
長
の
資
産
等
報
告
書
等
閲
覧
請
求
書
」
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

（
秘
書
課
（
４
８
３
）１
１
５
１
）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
な
ど
の
申
請
は
７
月
１
日
㈬
か
ら

　
８
年
７
月
か
ら
９
年
６
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
、一部

免
除
、
納
付
猶
予
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
人
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
退
職
や
失
業
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
に
は
、
特

例
免
除
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
は
、
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
退
職
が
理
由
の

人
は
退
職
日
が
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
離
職

票
な
ど
の
写
し
を
、
国
保
年
金
課
ま
た
は
支
所
・
連
絡
所
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
申
請
も
で
き
ま
す
。
本
人
の
所
得
の
ほ
か
、
配
偶
者
や
本
人
以
外

の
世
帯
主
に一定
以
上
の
所
得
が
あ
る
時
は
承
認
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
国
保
年
金
課
（
４
２
１
）６
７
４
４
へ
。 

（
国
保
年
金
課
）

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

　

熱
中
症
は
、
気
温
や
湿
度
が
高
い
日
、
風
が
弱
い
日
、
急
に
気
温
が
上

昇
し
た
日
に
起
こ
り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
、
体
が
暑

さ
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
、
汗
を
上
手
に
か
け
ず
、
熱
中
症
に
な
り
や
す
い
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
【
対
策
・
予
防
方
法
】
①
日
頃
か
ら
体
を
動
か
し
て
汗
を
か
き
、
暑
さ
に
備

え
た
体
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
、
②
の
ど
が
渇
い
て
い
な
く
て
も
、
こ
ま
め
に

水
分
・
塩
分
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
、
③
吸
湿
性
・
速
乾
性
の
あ
る
通
気
性
の

良
い
衣
服
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
、
④
遮
光
カ
ー
テ
ン
や
、
す
だ
れ
を
利
用
し
ま

し
ょ
う
、
⑤
扇
風
機
や
エ
ア
コ
ン
を
使
用
し
て
こ
ま
め
に
温
度
を
調
節
し
ま
し

ょ
う
、
⑥
外
出
時
に
は
日
陰
の
利
用
、
日
傘
の
使
用
、
帽
子
の
着
用
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。 

（
健
康
づ
く
り
課
）

食
中
毒
注
意
報
が
発
令

　
期
間
は
９
月
30
日
㈬
ま
で
で
す
。
湿
度
の
高
い
梅
雨
の
時
期
や
、
気
温
の

高
い
夏
は
細
菌
を
原
因
と
す
る
食
中
毒
が
年
間
で
最
も
発
生
し
や
す
い
時
期

の
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
【
食
中
毒
予
防
の
三
原
則
】
①
調
理
や
食
事
前
に
は
必
ず
石
け
ん
で
手
を

洗
う
（
つ
け
な
い
）、
②
生
鮮
食
品
や
調
理
後
の
食
品
は
適
切

な
温
度
で
管
理
し
購
入
後
早
め
に
食
べ
る
（
増
や
さ
な
い
）、

③
調
理
す
る
際
は
しっか
り
加
熱
す
る
（
やっつ
け
る
）。

　
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
、
家
族
や
自
分
自
身
の
健

康
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
右
下
の
コ
ー
ド
か
ら
。 

（
健
康
づ
く
り
課
）

市役所などの一部窓口の受付時間を変更します
 ８月３日㈪から試行実施

　“カーボンニュートラル”って？
　ＣＯ₂をはじめとする温室効果ガスの人為
的な「排出量」から、植林、森林管理などに
よる人為的な「吸収量」を差し引いて均衡さ
せ、合計を実質的にゼロにすることを意味し
ています。“ゼロカーボン”もほぼ同じ意味
です。カーボンニュートラル達成のためには、
温室効果ガスの排出量削減と合わせて、吸収
作用である自然環境の保護や緑を増やす取り
組みも重要となります。

 
 

　　 （出典：環境省）

　 学ぼう！“カーボンニュートラル”
　市が発行している「ゼロカーボン新聞」や、

　地球温暖化の進行が続き、県では熱中症警戒アラートの発表回数が、令和３年の
８回から、６年には39回、７年は37回と急増しています。地球温暖化を止めるた
めに、二酸化炭素（ＣＯ₂）を出さないようにすることはもちろん、“カーボンニュ
ートラル ”という視点で取り組むことが重要です。お問い合わせはゼロカーボンシ
ティ推進室 421-6767へ。

　窓口受付時間を見直して、業務の効率化と働き方改革を推進し、市民サービスのさら
なる向上を図るため、窓口受付時間変更の試行実施を８月から12月まで行います。今後、
試行実施の状況などを踏まえ、令和９年１月からの本実施を目指します。ご理解、ご協
力をお願いします。お問い合わせは職員課 487-5111へ。

環境省の「脱炭素ポータル」では、カーボン
ニュートラル（ゼロカーボン）に関するさま
ざまな情報を得ることができます。地球温暖
化の現状、温室効果ガス削減の取り組み、カ
ーボンニュートラルの重要性を学び、自らの
行動につなげましょう。

    取り組もう！“カーボンニュートラル” 
　市では、毎月すぐに実行できる「今月の脱
炭素の取組」を紹介しています。また、国では、
脱炭素につながるライフスタイルの変革を後
押しするための国民運動「デコ活」を推進し、
さまざまなアクションを紹介しています。い
ずれも右上のコードから確認できます。カー
ボンニュートラルにつなげていくため、でき
ることから始めましょう。

証明書の発行は 
コンビニ交付が便利でお得です

　マイナンバーカードを利用して、身近
なコンビニエンスストア等で住民票の写
しや印鑑登録証明書などの各種証明書が
取得できます。
　また、市役所窓口での手数
料と比べ、コンビニ交付の証
明書は一律100円引きとなり
ます。詳しくは右のコードか
ら確認できます。

◀ゼロカーボン新聞
（市ホームページ）

脱炭素ポータル▶
（環境省）　

◀今月の脱炭素の取組
（市ホームページ）

デコ活（環境省）▶

　ゼロカーボンや八千代の自然発見に関する
講座を実施予定です。ぜひご参加ください。

日程 公民館 対象者

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

６月23日㈫
10時～11時30分 大和田 成人

７月４日㈯
13時～15時30分 睦 親子

10月21日㈬
13時30分～15時 八千代台 成人

自
然
発
見

７月22日㈬
17時30分～18時30分
※予備日７月29日㈬

阿蘇 親子

７月28日㈫
10時～11時 勝田台 青少年

　◦本庁舎                   ◦教育委員会庁舎
　◦消防本部                ◦上下水道局庁舎
　◦保健センター           ◦消費生活センター
　◦支所（八千代台、勝田台、米本、緑が丘、村上）
　◦連絡所（睦、高津）   ◦清掃センター
　◦衛生センター           ◦児童発達支援センター
    ※公民館、図書館など上記以外の施設の受付時間は
      変更ありません

学ぼう！取り組もう！

“カーボンニュートラル”

公民館と協働で講座を開催

※申込期間・方法などの詳細は各公民館にお問い合わせください※申込期間・方法などの詳細は各公民館にお問い合わせください
（定員に達している場合や受付期間外の場合があります）。（定員に達している場合や受付期間外の場合があります）。

窓口受付時間の変更

午前９時
〜

午後４時30分

午前８時30分

午後５時

※試行実施中の電話の受付時間は変わりません※試行実施中の電話の受付時間は変わりません

朝朝

夕夕

窓
口
受
付
時
間

　複数の課での手続きや新規の相談などで時間がかかり　複数の課での手続きや新規の相談などで時間がかかり
そうな場合は、余裕をもったご来庁をお願いいたします。そうな場合は、余裕をもったご来庁をお願いいたします。

受付時間が変わる窓口 (一部業務を除きます)

▲市ホームページ
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